
平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

二

七

〇

号

政
府
の
公
表
し
た
全
国
地
震
動
予
測
地
図
と
原
発
災
害
に
関
す
る
質
問
主
意
書提

出

者

逢

坂

誠

二
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政
府
の
公
表
し
た
全
国
地
震
動
予
測
地
図
と
原
発
災
害
に
関
す
る
質
問
主
意
書

四
月
二
十
七
日
、
政
府
の
地
震
調
査
研
究
推
進
本
部
は
、
特
定
の
地
点
が
三
十
年
以
内
に
地
震
に
見
舞
わ
れ
る
確
率
を
示
す

「
全
国
地
震
動
予
測
地
図
」
の
二
〇
一
七
年
版
を
公
表
し
た
。
建
物
が
倒
壊
し
始
め
る
と
さ
れ
る
震
度
六
弱
以
上
で
は
、
千

葉
、
横
浜
、
水
戸
市
役
所
が
い
ず
れ
も
八
割
を
超
え
、
関
東
、
東
海
か
ら
近
畿
、
四
国
に
か
け
て
の
太
平
洋
側
が
引
き
続
き
高

か
っ
た
。
太
平
洋
側
で
は
南
海
ト
ラ
フ
地
震
な
ど
海
溝
型
地
震
の
確
率
が
微
増
し
、
市
役
所
の
所
在
地
で
み
る
と
、
千
葉
八
十

五
％
、
横
浜
・
水
戸
八
十
一
％
、
高
知
七
十
四
％
、
徳
島
七
十
二
％
、
静
岡
六
十
九
％
の
順
に
高
か
っ
た
。
地
震
調
査
委
員
長

の
平
田
直
氏
は
「
自
分
の
所
は
安
全
だ
と
思
わ
ず
、
日
本
は
ど
こ
で
も
強
い
揺
れ
に
あ
う
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
欲
し
い
」

と
呼
び
か
け
た
。

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
災
害
対
策
基
本
法
第
四
十
条
及

び
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
は
、
防
災
基
本
計
画
及
び
原
子
力
災
害
対
策
指
針
に
基
づ
く
地
域

防
災
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
原
子
力
災
害
対
策
指
針
に
基
づ
き
原
子
力
災
害
対
策
重
点
区
域
を

設
定
す
る
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
お
い
て
は
、
地
域
防
災
計
画
の
中
で
、
当
該
区
域
の
対
象
と
な
る
原
子
力
事
業
所
を
明
確

に
し
た
原
子
力
災
害
対
策
編
を
定
め
る
こ
と
と
な
る
。
内
閣
府
原
子
力
防
災
担
当
で
は
、
地
域
防
災
計
画
（
原
子
力
災
害
対
策

一



編
）
を
作
成
す
る
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
対
す
る
支
援
を
行
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

政
府
の
地
震
調
査
研
究
推
進
本
部
が
公
表
す
る
全
国
地
震
動
予
測
地
図
は
、
政
府
の
政
策
立
案
の
た
め
に
参
照
さ
れ
、
そ

の
具
体
的
な
内
容
が
政
府
の
政
策
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
も
の
か
。
そ
れ
と
も
あ
く
ま
で
も
科
学
的
見

地
に
基
づ
き
、
政
府
の
責
任
で
そ
の
知
見
を
公
表
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
な
の
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

政
府
の
地
震
調
査
研
究
推
進
本
部
が
公
表
す
る
全
国
地
震
動
予
測
地
図
の
最
新
の
内
容
は
、
内
閣
府
原
子
力
防
災
担
当
の

行
う
各
自
治
体
へ
の
支
援
の
内
容
に
反
映
さ
れ
て
い
く
も
の
か
。

三

二
〇
一
七
年
版
の
全
国
地
震
動
予
測
地
図
で
は
、
特
定
の
地
点
が
三
十
年
以
内
に
地
震
に
見
舞
わ
れ
る
確
率
に
関
し
て
、

四
国
に
か
け
て
の
太
平
洋
側
が
引
き
続
き
高
く
、
太
平
洋
側
で
は
南
海
ト
ラ
フ
地
震
な
ど
海
溝
型
地
震
の
確
率
が
微
増
し
て

い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
知
見
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
よ
る
原
子
力
発
電
所
の
再
稼
働
の
審
査
に
反

映
さ
れ
て
い
る
の
か
。
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

四

二
〇
一
七
年
版
の
全
国
地
震
動
予
測
地
図
で
は
、
特
定
の
地
点
が
三
十
年
以
内
に
震
度
六
弱
以
上
の
地
震
に
見
舞
わ
れ
る

確
率
は
、
市
役
所
の
所
在
地
で
み
る
と
、
千
葉
八
十
五
％
、
横
浜
・
水
戸
八
十
一
％
、
高
知
七
十
四
％
、
徳
島
七
十
二
％
、

二



静
岡
六
十
九
％
の
順
に
高
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
都
市
で
は
、
地
震
に
よ
る
市
役
所
庁
舎
な
ど
の
機
能
喪
失
の
懸
念
が
あ

り
、
原
子
力
災
害
対
策
指
針
に
基
づ
き
原
子
力
災
害
対
策
重
点
区
域
を
設
定
す
る
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
お
い
て
は
、
行

政
機
関
の
中
枢
機
能
が
喪
失
す
る
可
能
性
を
想
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
自
治
体
に
お
い
て
、
地
域
防
災
計

画
の
中
で
当
該
区
域
の
対
象
と
な
る
原
子
力
事
業
所
を
明
確
に
し
た
原
子
力
災
害
対
策
編
を
定
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
二
〇

一
七
年
版
の
全
国
地
震
動
予
測
地
図
で
示
さ
れ
た
知
見
が
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
の
か
。
見
解
を
示
さ
れ

た
い
。

五

全
国
の
自
治
体
で
、
三
十
年
以
内
に
震
度
六
弱
以
上
の
地
震
に
見
舞
わ
れ
る
確
率
が
高
く
、
市
役
所
等
の
庁
舎
に
倒
壊
の

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
が
ど
の
程
度
で
あ
る
と
把
握
し
て
い
る
の
か
。

六

地
震
調
査
委
員
長
の
平
田
直
氏
は
「
自
分
の
所
は
安
全
だ
と
思
わ
ず
、
日
本
は
ど
こ
で
も
強
い
揺
れ
に
あ
う
可
能
性
が
高

い
と
考
え
て
欲
し
い
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
が
、
こ
の
発
言
は
多
く
の
国
民
に
説
得
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
政
府
は
関
係

自
治
体
の
庁
舎
の
地
震
に
よ
る
機
能
喪
失
を
地
域
防
災
計
画
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
、
あ
る
い
は
防
止
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
。
自
治
体
の
庁
舎
が
地
震
で
倒
壊
し
、
機
能
喪
失
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
地
域
防
災
計
画
に
基
づ
く
住
民
の
実
効

性
あ
る
避
難
が
困
難
と
な
る
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三



右
質
問
す
る
。

四


